
No. 質問項目 質問内容 回答
1 事故発生時の事務処理 インフルエンザについて事故報告が必要となる場合とは。 インフルエンザについて報告が必要となる場合については、

市の保健所へ報告を要する場合と同様の取り扱いとし、原
則として、全利用者の半数以上または10名以上の利用者が
感染した場合に報告を行う必要があります。


